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27．公益的施設用地内の調整池について 
 

 ■構造について 

排水施設計画（準備書 P.2-13）に示すとおり、土地区画整理事業において、洪水の発

生を防止するために必要となる雨水調整池を各流域に１箇所以上配置する計画です。 

本地区の公益的施設用地では、大規模発生時には、消防・警察・自衛隊などの受入に

必要な広域応援活動拠点としての機能や市民の生命・身体を守るために一時的に避難で

きる機能を確保に向けた検討を進めており、ある一定規模の平場が必要であることか

ら、公益的施設用地に隣接する調整池である、相沢川流域に設置する調整池３、和泉川

流域に設置する調整池４については、上部利用できる地下式調整池としていました。 

しかし、検討を深度化していく過程の中で、防災拠点としての平場確保は主に公益的

施設用地の中央付近で行うことを現在検討していることから、調整池４については、地

上式調整池として設置が可能となったため、今後は地上式調整池を基本として検討を進

めます。なお、容量等に変更はありません。 

また、地上式調整池の具体的な設えについては、今後、公園整備事業等と調整を図り

ながら、地形や自然豊かな環境をいかし、環境に負荷の少ない調整池を検討していきま

す。 

 

■位置について 

  調整池４の詳細な位置は今後検討していきますが、地形や自然豊かな環境をいかし、

環境に負荷の少ない調整池を検討していくことから、下図の赤で囲ったエリアを中心に

検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27-1：調整池４（地上式）の検討位置 

調整池４の検討位置 
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28．相沢川の水や事業実施区域内の降雨の流し方等について 
 

 相沢川の切り回し、対象事業実施区域内の降雨処理、調整池及び創出する生息・生育環

境の考え方は、次のフロー図に示す通りです。 

 平常時は、切り回し、暗渠化した相沢川から取水することで、生息・生育環境の創出を

図ります。降雨時には、対象事業実施区域内に降った雨は、暗渠化した相沢川に流入させ

ることを想定しており、途中で分水することで、生息・生育環境の創出へは平常時と同

様、取水するとともに、地区降雨相当分は調整池を経由して下流に接続することとしま

す。 

 大門川については、暗渠化して切り回し、地区内降雨分も含めて調整池を経由して下流

に接続することとします。 

 和泉川及び堀谷戸川については、地区内降雨分が調整池を経由し、下流に接続すること

とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、暗渠化にあたっての生物対応策として、以下の配慮事項を検討します。 

・暗渠部の排水の設計にあたっては、生物の移動などが可能となる様、検討する。 

・開渠から暗渠への切り替え前に開渠部の調査を行い、重要な種を創出する生息・生育環境

等へ移動させる。 

  

＜平常時＞                ＜降雨時＞ 

相沢川上流の水 

下流に接続 

生息・生育 

環境の創出 

対象事業 

実施区域 

暗渠 

切り回し 

調整池 

下流に接続 

対象事業 

実施区域 
暗渠 

切り回し 

生息・生育 

環境の創出 

相沢川上流の水 

地区内降雨分 
取水 

取水 

調整池 
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29．工事用車両運行ルートの分散及びこれに伴う騒音、地域社会への影響低減 

について 
 

(1) 工事用車両運行ルートの分散について 

工事用車両の走行に伴う交通混雑の予測対象の時間帯については、通過する一般車両と

工事用車両を合わせた台数が最も多い時間帯（17時台）で予測評価を行っています。 

予測結果より、目黒交番前交差点に工事用車両が集中しているため、以下の通り、工事

用車両運行ルートの分散を検討しました。 

なお、検討は平日で行いましたが、評価書では平日と休日の両方で再予測計算を行い、

その予測結果を掲載します。 

 

検討Ａ：対象事業実施区域北東側の八王子街道に面している所において、左折 in、左折

outが可能な工事用車両専用の出入口を設けます。 

検討Ｂ：西側方面への発生の小型車を、目黒交番前交差点を通過することを避けて旧海軍

道路へ分散します。なお、西側方面へは通勤用車両の走行しか想定していない

ため、本分散ルートを走行する工事用車両は、17時台だけとなります。 

検討Ｃ：目黒交番前交差点は負荷をかけないように、海軍道路を南北に直進するルートを

メインとします。 

 

以上より検討した工事用車両の運行ルートを、図 29-1～4に示します。 

図 29-1 は、通勤用の工事用車両が対象事業実施区域へ集中するルートです。対象時間

は７時台となります。 

図 29-2 は、運搬用の工事用車両が対象事業実施区域から外へ発生するルートです。対

象時間は、８時台～16時台です。 

図 29-3 は、運搬用の工事用車両が対象事業実施区域へ集中するルートです。対象時間

は、８時台～16時台です。 

図 29-4 は、通勤用の工事用車両が対象事業実施区域から外へ発生するルートです。対

象時間は 17時台となります。なお、この時間帯が一日の中で一般車両、工事用車両を含

めて台数のピークとなりますので、地域社会（交通混雑）の予測対象時間は、17 時台で

行っています。 
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図 29-1 工事用車両（通勤車両）の運行ルート（集中） 

検討Ａによる
ルート 検討Ｃによる

ルート 

集中 工事用車両（通勤）のルート 
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図 29-2 工事用車両（運搬車両）の運行ルート（発生） 

発生 工事用車両（運搬）のルート 

検討Ａによる
ルート 
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図 29-3 工事用車両（運搬車両）の運行ルート（集中） 

集中 工事用車両（運搬）のルート 

検討Ａによる
ルート 
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図 29-4 工事用車両（通勤車両）の運行ルート（発生） 

発生 工事用車両（通勤）のルート 

検討Ｂによる
ルート 検討Ａによる

ルート 

検討Ｃによる
ルート 
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(2) 分散後の地域社会（交通混雑）の予測評価 

① 交差点需要率 

準備書に記載した予測に用いた工事用車両の台数と、分散後の工事用車両の台数を表

29-1に示します。また、準備書と分散後の交差点需要率の予測結果を表 29-2に示します。 

地域社会１（目黒交差点）は、工事用車両の台数に変化がありませんので、交差点需要

率も変化はありません。 

最も混雑していた地域社会２（目黒交番前交差点）は、交差点を通過する工事用車両の

台数を分散させたことにより、交差点需要率は、1.114から 0.929と改善されました。し

かし、限界需要率（0.900）は超えています。 

地域社会３（上川井 IC交差点）は、交差点を通過する工事用車両台数が減るので、交差

点需要率も小さくなります。 

地域社会４は、滝沢交差点は対象事業実施区域からの右折車が増えますが、対向車線の

直進車が少ないため負荷がかからず、交差点需要率の変化はありません。瀬谷土橋交差点

は、通過する工事用車両台数が増えるため、交差点需要率は大きくなります。しかし、限

界需要率は超えていません。 

 

 

表 29-1 準備書及び分散後の予測に用いた工事用車両の台数 

予測地点 

工事中ピーク 

時間帯 

準備書※１ 分散後※２ 

方向 
１時間あたり 

方向 
１時間あたり 

平日 休日 大型車 小型車 大型車 小型車 

地域社会１ 

（目黒） 

17：00～

18：00 

16：45～

17：45 

C→A 31台 43台 C→A 31台 43台 

C→B 31台 43台 C→B 31台 43台 

C→D 31台 43台 C→D 31台 43台 

地域社会２ 

（目黒交番

前） 

17：00～

18：00 

16：45～

17：45 

C→A 93台 129台 C→A 93台 129台 

C→B 93台 129台 C→B 93台  0台 

C→D 94台 129台 C→D  0台  0台 

D→A  0台   0台 D→A 94台 129台 

地域社会３ 

（上川井

IC） 

17：00～

18：00 

16：45～

17：45 

B→A 31台 43台 B→A  0台  0台 

B→C 32台 43台 B→C  0台  0台 

B→D 31台 43台 B→D  0台  0台 

A→D  0台  0台 A→D 31台 43台 

地域社会４ 

（滝沢） 

17：30～

18：30 

17：00～

18：00 

B→A 93台 129台 B→A 93台 129台 

B→C  0台  0台 B→C 63台  86台 

地域社会４ 

（瀬谷土橋公

園入口） 

17：30～

18：30 

17：00～

18：00 

B→A 93台 129台 B→A 156台 215台 

B→C  0台  0台 B→C 31台 43台 

注：１．網掛けは、準備書の時と比べて工事用車両の台数が変わったことを示します。 

  ２．「方向」は、後掲図 29-5と対応しています。 

※１：「準備書」は、準備書に記載された工事用車両の台数を示します。 

※２：「分散後」は、今回の工事用車両運行ルートの分散を行い、予測計算に用いた台数を示します。 
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表 29-2 準備書及び分散後の交差点需要率の予測結果 

交差点名 時間帯 
交差点需要率（平日） 限界 

需要率 現況 準備書※１ 分散後※２ 

地域社会１ 目黒 17：00～18：00 0.633 0.686 0.686 0.889 

地域社会２ 目黒交番前 17：00～18：00 0.793 1.114 0.929 0.900 

地域社会３ 上川井 IC 17：00～18：00 0.680 0.807 0.763 0.847 

地域社会４ 
滝沢 17：30～18：30 0.457 0.532 0.532 0.904 

瀬谷土橋公園入口 17：30～18：30 0.502 0.513 0.591 0.913 

注：網掛けは、限界需要率を上回ったことを示します。 
※１：「準備書」は、準備書に記載された交差点需要率を示します。 
※２：「分散後」は、今回の工事用車両運行ルートの分散を行い、予測計算を行った結果を示します。 

 

 

 

② 車線の交通容量比 

準備書と分散後の車線の交通容量比を表 29-3に示します。 

全体的に工事用車両の分散により、車線の交通容量比は小さくなり改善がみられます。

特に目黒交番前交差点の C 断面の右折車線は 2.631 であったのが 0.737 へと 1.0 を下回

る改善が見られました。一方、上川井 IC交差点の A断面の左折・右折車線、瀬谷土橋公

園入口交差点の B断面の右折車線は新たに 1.0を上回る予測結果となりました。 

しかし、これらの交差点は交差点需要率が限界需要率を超えていませんので、信号現示

を検討することによって 1.0を下回ることが可能と考えられます。 

 

①、②より、目黒交番前交差点では交差点需要率が限界需要率を超え、滝沢交差点以外

の交差点では、一部の車線において交通容量比が 1.0 を上回る車線が存在するので、準

備書に記載した環境保全措置に加えて、 

「ピーク時間帯における運行ルートの分散」 

という項目を追記します。 
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表 29-3 準備書及び分散後の車線の交通容量比の予測結果 

交差点名 断面※１ 
流入車線
構成 

車線の交通容量比（平日） 

現況 準備書※２ 分散後※３ 

地域社会１ 目黒 

A 
左折･直進 0.889 0.889 0.889 

右折 0.245 0.343 0.343 

B 
左折･直進 0.533 0.533 0.533 

右折 0.766 0.766 0.766 

C 

左折 0.773 0.952 0.952 

直進 0.855 1.017 1.017 

右折 0.257 0.460 0.460 

D 
左折･直進 0.495 0.495 0.495 

右折 0.701 0.701 0.701 

地域社会２ 目黒交番前 

A 

左折･直進 0.603 0.603 0.603 

直進 0.603 0.603 0.603 

右折 1.116 1.116 1.116 

B 

左折 0.279 0.279 0.279 

直進 0.815 0.815 0.815 

右折 0.287 0.287 0.287 

C 

左折･直進 0.524 1.735 1.427 

直進 0.524 1.735 1.427 

右折 0.737 2.631 0.737 

D 
左折･直進 0.984 0.984 0.984 

右折 0.031 0.031 0.759 

地域社会３ 上川井 IC 

A 左折･右折 0.748 0.748 1.154 

B 
直進 0.865 1.122 0.865 

右折 0.786 0.932 0.819 

C 右折 0.609 0.609 0.609 

D 
直進 0.626 0.626 0.626 

右折 0.319 0.319 0.319 

地域社会４ 

滝沢 

A 
左折･直進 0.453 0.453 0.453 

直進 0.453 0.453 0.453 

B 
直進 0.403 0.559 0.559 

右折 0.056 0.056 0.378 

C 
左折･右折 0.639 0.639 0.639 

右折 0.631 0.631 0.631 

瀬谷土橋公園
入口 

A 
左折･直進 0.636 0.636 0.636 

直進 0.636 0.636 0.636 

B 
直進 0.300 0.490 0.618 

右折 0.389 0.389 1.008 

C 
左折 0.274 0.274 0.274 

右折 0.568 0.568 0.568 

注：網掛けは、交通容量比が 1.0を上回ったことを示します。 
※１：「断面」は、図 29-5と対応しています。 
※２：「準備書」は、準備書に記載された交通容量比を示します。 
※３：「分散後」は、今回の工事用車両運行ルートの分散を行い、予測計算を行った結果を示します。 
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地域社会１（目黒） 地域社会２(目黒交番前交差点) 

  

地域社会３（上川井IC） 地域社会４（滝沢） 

  

地域社会４（瀬谷土橋公園入口） 

  

 

図 29-5：交差点の断面の位置 

※赤で示した断面は、車線の交通容量比が 1.0を超える車線を含む断面になります。 
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 (3) 分散後の騒音の予測評価 

準備書に記載した予測値と今回の工事用車両運行ルートの分散後の予測値について、騒

音の予測値の比較を表 29-4に示します。 

No.１は、迂回してきた工事用車両が通過し車両台数が増えるため、騒音レベルの予測

値は増加しますが、環境基準の値は下回ります。 

No.２は、準備書の時と通過する工事用車両台数に変化が無いので、騒音レベルの予測

値も変化はありません。 

No.３は、通過する工事用車両台数が減るため、騒音レベルの予測値は減少します。環境

基準は超過していますが、将来一般交通量の段階でも超えている予測となっています。 

No.４は、当初、将来一般交通量の段階では環境基準値を下回っていますが、工事用車両

の運行により、環境基準を超過する地点でした。運行ルートの分散により、改善がみられ、

工事用車両の走行によっても、環境基準を上回らない予測結果となります。 

 

表 29-4 準備書の予測値と今回検討した予測値との比較（騒音レベル） 

単位：dB 

予測 

時間帯 

予測 

地点 
道路名 方向 

予測結果 環境基準 

将来一般 

交通量※１ 
準備書※１ 分散後※２ 

環境 

基準 

地域 

類型 

昼間 

No.１ 環状４号線 
東側 65.7（○） 65.9（○） 66.2（○） 70以下 幹線 

西側 66.7（○） 66.9（○） 67.8（○） 70以下 幹線 

No.２ 八王子街道 
北側 71.9（×） 72.0（×） 72.0（×） 65以下 C（道路） 

南側 71.0（×） 71.1（×） 71.1（×） 65以下 C（道路） 

No.３ 八王子街道 
南側 72.7（×） 73.5（×） 73.2（×） 65以下 C（道路） 

北側 72.6（×） 73.4（×） 72.9（×） 65以下 C（道路） 

No.４ 環状４号線 
西側 69.7（○） 71.6（×） 70.1（○） 70以下 幹線 

東側 69.8（○） 71.7（×） 70.2（○） 70以下 幹線 

注：網掛けは、環境基準の値を超えていることを示します。 
※１：「将来一般交通量」、「準備書」は、準備書に記載された予測結果を示します。 
※２：「分散後」は、今回の工事用車両運行ルートの分散を行い、予測計算を行った結果を示します。 
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30．将来の自動車交通量の需要予測について 

 

影響要因の「関係車両の走行」については、予測対象時期を、関係車両の走行が定常

となる時期（2046年）としています。 

予測対象時期における交通量は、下記の都市計画事業が整備されていることを条件と

し、当該時期の自動車交通量を算出しました。 

従って、他の道路を迂回して、対象事業実施区域内を走行する車両台数についても加

味された需要予測となっています。 

 

＜対象としている都市計画事業＞ 

 対象事業実施区域内の道路整備（区域内道路１号～３号の整備、環状４号線南区間

の拡幅整備） 

 五貫目第 33号線の拡幅整備 

 瀬谷地内線の整備 

 （仮称）都市高速鉄道上瀬谷ラインの整備 
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31．大門川及び相沢川の暗渠化による影響等について（継続） 

 

８月 31日開催の審査会で提示した記述について、以下のとおり修正します。修正にあた

っては、相沢川の状況の写真についても、河床の状況が分かりやすいものに差し替えまし

た。また、文章についてもわかりやすくするために、記載の順序の変更などを行いました。 

 

相沢川及び大門川の現状の河床の状況（2021 年８月 13 日撮影 天候雨）は次の写真のと

おりです。いずれも、川底には、斑状に藻類が付着している状況が見られます。 

 

＜相沢川の状況＞              ＜大門川の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 都市計画対象事業の実施に伴い、大門川と相沢川が暗渠化された場合、藻類による酸素供

給ができなくなるため、好気性細菌による浄化機能は低下すると思われます。 

 

(1)大門川について 

大門川については、北町の工場地帯を流下してから対象事業実施区域内に入ることもあり、

令和元年度の現地調査時の観測では、上流側（対象事業実施区域の北端部付近）では、豊水

期、渇水期ともに BOD や全亜鉛について環境基準値を超過しています。また、上流側の水質

調査地点付近には川底に土砂が堆積しており、降雨がない場合においても水の濁りが目視で

確認できる場合があります。（準備書 P.9.4-10（表 9.4-5(2)参照。））また、上流側の水質が

悪いこともあり、pH を除くほぼ全ての水質項目で上流側よりも下流側の水質は良好となっ

ており、濁り成分の沈降、吸着に加えて、下流側で BOD が低下し、DOが上昇していることを

踏まえると、川底の藻類等の光合成による酸素供給及び河床の従属栄養の好気性菌類（生物

膜）による水質浄化機能を有していると考えられます。 

水の汚れについては、上流側の工場地帯の排水がその要因になっていると考えられます

が、暗渠化により、対象事業実施区域内におけるこれらの水の汚れの浄化機能は低下するも

のと思われます。これに対応するため、大門川下流側の予測地点（準備書 P.9.4-16（図 9.4-

5）参照）において、後述する補足資料 41 に示す手法により、水の汚れのモニタリングを行
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い、環境基準に適合しない結果となった場合には、適切な環境保全措置を講じるものとしま

す。 

 

一方、水の濁りについては、大門川上流側の水質調査地点である「水質１」（準備書 P.9.4-

5（図 9.4-1）参照）付近において非耕作期にその周辺の農耕地が裸地状態になり、大門川

に土砂が流れ込みやすくなっている状況であるため、暗渠化に併せて、暗渠入口周辺の舗装

や土砂流出防止柵設置等により、「水質１」付近における河川への土砂流入を防ぐことで、

水の濁りなどが低減されると考えられます。 

 

(2)相沢川について 

 相沢川については、対象事業実施区域の北端部付近が源となっており、上流側の水質が比

較的良好であるため、上流側と下流側の水質の差異は顕著ではありませんが、渇水期では大

門川と同様に、下流側で水質が良好になる傾向がみられ、一定の水質浄化機能を有している

と考えられます。ただし、相沢川については上流側の調査地点「水質３」における水質は環

境基準に適合しており、暗渠内での水の滞留等を防ぐことができれば、下流側の水質は環境

基準に適合したものになると考えられます。なお、相沢川下流側の予測地点（準備書 P.9.4-

16（図 9.4-5）参照）においても、後述する補足資料 41 に示す手法により、水の汚れのモ

ニタリングを行います。 

 

(3)底質について 

底質については、暗渠化に伴い、対象事業実施区域内の土砂が河川に流れ込むことがなく

なる一方、調整池（工事中は仮設調整池）で濁り成分を十分沈降させた上澄みを放流するこ

とになります。従って、大門川及び相沢川の対象事業実施区域よりも下流側の底質への著し

い影響はないものと考えます。 
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32．「地下水への影響について（防衛省による調査結果）」の誤記について 

 

７月 27日開催の審査会資料のうち、「補足資料９．地下水への影響について（防衛省に

よる調査結果）」の表の注釈に誤りがありましたので、訂正します。 

 

【誤】 【正】 

  

 

  

33．農地間の空間における草地環境について 

 

本事業が土地区画整理事業という特性上、具体的な農業振興地区の土地利用が決まって

いませんが、畦道等の農地間の空間や、農道と農地の間の空間等は、農耕地周辺に生息す

る種にとって生息環境の代償となり得るような整備が行えるよう、地権者と調整を図り

ながら検討していきます。 

検討に際しては、現地形や新たに整備される盛土空間を踏まえ、将来的な土地利用も含

めて面的に草地環境が確保できるよう検討いたします。 

また、鳥類をはじめとする種が、周辺緑地と対象事業実施区域を広域に利用できるよう、

草地環境を周辺緑地と有機的に繋げられるように整備し、地域個体群の維持に努めます。 

 

 

34．動植物の予測の考え方について（継続） 

 

８月 31日開催の審査会で提示した「図 影響予測の手順（植物）」について、原則、直

接的影響と間接的影響の両方を予測した上で、予測結果の４段階のどれに該当するかを

検討しています。 

ただし、植物については対象事業実施区域内がすべて改変する前提としていることから、

対象事業実施区域内にのみ生育し、工事の実施により消失してしまう種については、直接

的影響のみで「生息環境への影響は大きい。」と予測できることから、直接的影響から「生

育環境への影響は大きい。」に直結する赤色の矢印を追加しました。 

したがって、対象事業実施区域内にのみ生育する植物については、直接的影響のみで予

測していますが、動物、対象事業実施区域の周辺にも生育する植物、生態系については、

直接的影響と間接的影響の両方を踏まえて予測しています。 

 

※表層（深度 0～0.5m）は平成

29年度調査結果、その他は平成
元年度調査結果によります。 

 

※表層（深度 0～0.5m）は平成
29年度調査結果、その他は令和

元年度調査結果によります。 
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35．相沢川における生育・生息環境確保及び代償措置について（継続） 

 

創出する生息・生育環境は、準備書（p9.10-145、p.9.11-50、p.9.12-23）に記載した種

を保全することを目的として、公園整備事業区域内の概ね 1.5ha（東西方向：約 60ｍ～70

ｍ、南北方向：約 220ｍ～230ｍ）のエリアにおいて、現在の土地利用や現地形をいかし、

各保全対象種のハビタットタイプから必要な環境要素（湿地、草地、水路、樹林等）を確

保する計画です。 

現在の土地利用が水田と畑地又は休耕田がモザイク状に分布していることから、湿地と

草地をモザイク状に配置し、草地については湿性草地と乾性草地を創出する計画として

います。 

各環境区分の面積や具体的な配置については、今後、公園整備事業等と調整を図りなが

ら検討していきますが、湿地環境の周辺には湿性草地を配置するなど、各環境が緩やかに

移行するような配置・構造を検討していきます。 

なお、面積が限られることから、特に湿地環境、湿性草地及び水路といった水辺に生息・

生育する種を中心に保全を図っていく方針です。樹林や乾性草地に生息・生育する種につ

いては、公園も含め上物の計画が検討中の段階ではありますが、瀬谷市民の森、周辺の緑

との連続性に配慮した緑地の創出、農業振興地区等を有機的に繋げることにより、生物の

移動に配慮する計画です。 
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小水路 草地 草地 

36．和泉川源流部における生育・生息環境確保及び代償措置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 生育・生息環境の考え方 

 ・現況の湧水環境にて生息が確認されているホトケドジョウを保全対象種として、新た

に小水路環境を創出します。 

 ・現在の湧水地から湧水を導水する計画とし、水質は現状を維持します。 

 

 

 

 

■ 環境区分のエコトーンの断面イメージ 

【東西断面】 

 

 

 

 

 

 

 

・産卵環境や稚魚の生息環境を創出するため、水草が繁茂した環境とします。 

・ホトケドジョウは雑食性であるため、水生昆虫や藻類等が生息・生育できる環境とし

ます。 

・水面への緑陰の形成や昆虫類等の餌資源供給のため、水際は草地環境とします。 

 

※具体的な配置などの詳細は、今後、公園整備事業等と調整を図りながら、検討していきます。  

環境区分 保全対象種 

小水路環境 

（浅い水域、緩やかな流れ、砂泥底） 
魚類：ホトケドジョウ 
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37．対象事業実施区域内の眺望景観（遠景）について 

 

準備書における囲繞景観の現地調査地点は、図 37-1 に示す４地点６方向ですが、遠景

の眺望点について再度、現地踏査を行いました。 

現地踏査により代表的と思われる①から④の４地点と各地点から撮影した写真の撮影

方向を図 37-1に示します。また、撮影地点①から④付近の状況は以下のとおりです。 

 

 

①地点 

海軍道路の西側は主に畑として利用されており、標高は、海軍道路と同じか低いため、

遠景の眺望点になるようなところはありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ①地点から東方向を撮影        ①地点から西方向を撮影 

 

 

②地点 

囲障区域の西側から海軍道路までの範囲は、標高に大きな高低差が無く、主に畑や草

地として利用されています。そのため、遠景の眺望点になるようなところはありません

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②地点から東方向を撮影         ②地点から西方向を撮影 

  



 

20 
 

この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることもありますので、取扱いにご注意願います。 

③地点 

囲障区域内にあるグラウンド付近は、周辺より小高い丘になって畑や草地となってい

ます。そこからの東側の遠景の眺望は比較的開けており、準備書の現地調査地点のＢ地

点と同じように、川井・矢指風致地区内の丘陵地や崖線の連なりが見え、丘陵地には農

地と樹林などの緑と墓地が見えました。西側の眺望も比較的開けていますが、遠景の眺

望は準備書の現地調査地点のＡ地点、Ｃ地点と同じように、丹沢の山並みが見えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ③地点から東方向を撮影       ③地点から西方向を撮影 

 

 

④地点 

程ヶ谷カントリー俱楽部近くにあるグラウンドの西側は、周辺より標高が高くなって

いますが周囲には高木が連なっており、東側の眺望は、手前側に畑、その奥に程ヶ谷カ

ントリー俱楽部等の樹木が見えました。西側の遠景はほとんど見えず、坂道の道路から

少しだけ丹沢の山並みの遠景が望めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ④地点から北東方向を撮影      ④地点から南西方向を撮影 

 

以上のように対象事業実施区域内には標高が少し高い所はありますが、そこからの遠景

の眺望は、準備書で設定している地点からの眺望と大きな違いはありませんでした。 

以上より、囲繞景観の調査、予測・評価地点は、準備書に記載された地点で問題はない

と考えます。 
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図 37-1 囲繞景観の現地踏査位置（写真撮影を行った位置と方向） 
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38．建設発生土について（継続） 

 

準備書 P.9.15-7 の「(2)環境保全措置の検討」について、評価書においては、次のよう

に追記します。（太字、下線部分が追記内容）また、関連する準備書 P.10-19（表 10.2.15-

1）についても同様に追記します。 

 

環境保全措置の検討 

  ① 環境保全措置の検討の状況 

事業者の実行可能な範囲内でできる限り、環境影響を回避又は低減することを目的として行った環

境保全措置の検討の状況を、表 9.15-9に示します。 

 
表 9.15-9 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 実施の適否 適否の理由 

産業廃棄物の分別・適正処理 適 産業廃棄物は、分別を徹底し可能な限り再資源化

に努め、再資源化できないものは最終処分場にて

適切に処理することにより、廃棄物等への影響が

低減されることから、適正な環境保全措置である

と考えて採用します。 

建設発生土の場内利用 適 切土・盛土工事において、造成地盤高を調整するこ

とで、建設発生土をできる限り対象事業実施区域

内で利用するとともに、関連事業の事業者と調整

を図ることで、可能な限り場外搬出量の低減に努

めることにより、廃棄物等への影響が低減される

ことから、適正な環境保全措置であると考えて採

用します。 

市内及び近辺で行われる公共事業にお

ける有効利用 

適 市内および近辺で行われる公共事業において、場

外搬出される建設発生土の有効利用ができないか

情報収集、協議を行うことにより、有効利用ができ

れば、埋立処分を行う発生土量の低減が図られる

ことから、適正な環境保全措置であると考えて採

用します。 

産業廃棄物、建設発生土の適正な管理 適 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、神奈川県土

砂の適正処理に関する条例等を遵守することによ

り、産業廃棄物や建設発生土の適正処理が図られ

ることから採用します。 

運搬距離を考慮した建設発生土の埋立

地及び受入地の選定 

適 場外搬出される建設発生土の埋立地及び受入地先

は、対象事業実施区域からなるべく近いところを

選ぶことにより、建設発生土を運搬する車両から

発生する排気ガス、騒音、振動等の影響範囲の縮小

が図られることから採用します。 

運搬時の環境負荷軽減 適 車両については、低燃費のものを使用し、二酸化炭

素の排出抑制を図るほか、運搬時には、過積載の防

止を徹底することにより、高負荷運転による大気

汚染、騒音、振動の抑制を図ることができるため採

用します。 

汚染土壌の場外搬出時における適切な

対応 

適 汚染土壌の掘削除去に伴い場外搬出する場合は、

土壌汚染対策法に基づいて適切に処理を行うこと

により、汚染物質の拡散防止が図られることから

採用します。 
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  ② 環境保全措置の実施主体、内容、効果の不確実性、他への影響 

造成工事の実施に伴う廃棄物等の発生への影響を低減させるため、表 9.15-10 に示すとおり、環境

保全措置を実施します。 

 
表 9.15-10 環境保全措置の実施の内容 

影響要因 影響 

検討

の視

点 

環境保全措置 
実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境 

への影響 内容 効果 区分 

工
事
の
実
施 

造
成
工
事
の
実
施 

廃
棄
物
等
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷 

廃
棄
物
等
の
発
生
量
削
減 

産業廃棄物の分

別・適正処理 

分別を徹底し、可能な限

り再資源化を行い、再資

源化できない場合は適正

処理を行うことにより、

廃棄物等による環境への

負荷が低減されます。 

低減 事業者 なし なし 

建設発生土の場

内利用 

切土・盛土工事において、

造成地盤高の調整、関連

事業の事業者と調整を図

ることにより、建設発生

土の場外搬出量が低減さ

れます。 

低減 事業者 なし なし 

市内及び近辺で

行われる公共事

業における有効

利用 

有効利用ができれば、埋

立処分を行う発生土量の

低減が図られます。 

低減 事業者 なし なし 

産業廃棄物、建

設発生土の適正

な管理 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律、神奈川県土

砂の適正処理に関する条

例等を遵守することによ

り、産業廃棄物や建設発

生土の適正処理が図られ

ます。 

低減 事業者 なし なし 

廃
棄
物
等
の
運
搬
に
伴
う
影
響
低
減 

運搬距離を考慮

した建設発生土

の埋立地及び受

入地の選定 

建設発生土を運搬する車

両から発生する排気ガ

ス、騒音、振動等の影響範

囲の縮小が図られます。 

低減 事業者 なし なし 

運搬時の環境負

荷軽減 

二酸化炭素の排出抑制、

大気汚染、騒音、振動の抑

制が図られます。 

低減 事業者 なし なし 

汚染土壌の場外

搬出時における

適切な対応 

汚染物質の拡散防止が図

られます。 

低減 事業者 なし なし 
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39．温室効果ガスの低減対策について 

 

温室効果ガスについては、準備書 P.11-1～4に示す事後調査の項目とはしていませんが、

その低減対策として準備書 P.9.16-7（表 9.16-9）、P.9.16-11（表 9.16-14）に示した環

境保全措置が適切に実施されているかどうかについて、用いた建設機械等の機種、省エネ

運転等の公表について検討します。 

 

 

 

40．瀬谷地内線における交差点需要率について 
 

対象事業実施区域の南東側を走る瀬谷地内線等に、新しく２つの交差点ができます。そ

の２つの交差点について交差点需要率を予測計算しました。２つの交差点の位置を図 40-

1に、交差点需要率の予測結果は表 40-1及び表 40-2に示します。また、方向別交通量と

大型車混入率を表 40-3に示します。 

予測の結果、関係車両の走行における２つの交差点の交差点需要率は 0.084～0.655 と

なり、いずれも供用時限界需要率の値よりも小さな値となっています。 

 

表 40-1 新設される２つの交差点の交差点需要率 

時

期 
交差点名 ピーク時間帯 交差点需要率 

供用時 

限界需要率 

平
日 

地域社会８ 8:00～9:00 0.084 0.900 

地域社会９ 7:00～8:00 0.649 0.900 

休
日 

地域社会８ 8:00～9:00 0.127 0.900 

地域社会９ 16:00～17:00 0.655 0.900 
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図 40-1 新設される２つの交差点の位置 
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表 40-2(1) 地域社会８の交差点需要率（平日：８時台） 
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表 40-2(2) 地域社会８の交差点需要率（休日：８時台） 
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表 40-2(3) 地域社会９の交差点需要率（平日：７時台） 
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表 40-2(4) 地域社会９の交差点需要率（休日：16 時台） 
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表 40-3(1) 地域社会８の方向別交通量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 40-3(2) 地域社会８の大型車混入率 
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表 40-3(3) 地域社会９の方向別交通量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 40-3(4) 地域社会９の大型車混入率 
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41．モニタリングについて（継続） 
 

前回審査会の補足資料 26のうち、「④水質－水の汚れ」、「⑤地下水の水質」を以下のとお

り修正します。 

 

④ 水質－水の汚れ（準備書 P.9.4-30（表 9.4-21）に示す事後調査の項目） 

ａ 仮設調整池出口及び放流先河川 

  各仮設調整池の出口及び放流先河川（水の濁りの調査と同じ場所）において、年間

４回の調査を行います。（図 6-1参照） 

  なお、水の汚れ（健康項目及びダイオキシン類に限る。）について、万一、環境基

準値を超過するような結果となった場合は、当該河川において底質の調査も行いま

す。 
 注： 準備書の現地調査や横浜市で行われている中小河川の調査が豊水期１回、渇水期１回の年間２回程度となっ

ていますが、水質等の調査を年間４回とした理由は、工事工程の変化を把握できる調査とし、かつ、四季の各

季１回程度調査を行うのが妥当と判断したためです。なお、調整池排出口での濁度は連続観測の予定です。 

 

 また、準備書 P.9.4-30（表 9.4-21）を以下のとおり修正します。関連する準備書 P.11-

2（表 11-1(1)）の「水質－水の汚れ」の「事後調査の項目」欄も同様に修正します。 
 

表 9.4-21 事後調査の項目等（水の汚れ） 

環境影響評価項目 事後調査の 
時期及び頻度 

事後調査を行うこ
ととした理由 事後調査の項目 事後調査の手法 環境要素 影響要因 

水
環
境 

水
質
｜
水
の
汚
れ 

雨水の排水 工事中、工事の
完了後におけ
る適切な時期・
頻度とします。 

予測結果に不確実
性を伴うため。 

「水質汚濁に係る環
境基準について」別表
１に掲げる 27 項目及
び同別表２の１（1）河
川（湖沼を除く。）に掲
げる８項目、電気伝導
率等、並びにダイオキ
シン類 

現地調査による
確認。 

 

⑤ 地下水の水質 

地下水の水質については、対象事業実施区域内及びその周辺の帯水層が南方向に 

傾いており、地下水の流れも北から南に向かうと推察されることから、対象事業実施区

域の南端部に接する箇所のうち、GL-8,9mで鉛の土壌溶出量が指定基準を超過した地点

近傍及びその南側で地下水の利用がある場所として、図２に示す２ヶ所においてモニ

タリングを行います。その際、鉛等の比重の特性を踏まえて、複数の深度の帯水層に

て採水を行います。調査頻度は「地下水質モニタリングの手引き」（環境省、平成 20年

８月）では、継続監視調査の場合は年１回以上とされていますが、水質（水の汚れ）の

調査と同様な理由で年４回とし、汚染がみられない場合は、竣工１年後までで調査を終

了します。なお、参考として地下水位についてもこの間、継続的に観測します。 
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